
東大阪市営荒本住宅Ｄ棟建替基本計画策定支援及び 

民間活力導入可能性調査業務委託仕様書 

 

第一章 総則 

 

１．業務名称 

 東大阪市営荒本住宅Ｄ棟建替基本計画策定支援及び民間活力導入可能性調査業務 

 

２．適用範囲 

本仕様書は、委託者である東大阪市（以下、「甲」という。）が受託者（以下、「乙」という。）

へ委託する「東大阪市営荒本住宅Ｄ棟建替基本計画策定支援及び民間活力導入可能性調査業務」（以

下、「本業務」という。）に適用する。 

 

３．業務の目的 

昭和 56 年以前の旧耐震基準で建設された荒本住宅 1・2・3・17・18 号棟は、建設後 50年以

上が経過しており、老朽化や耐震性の課題が有り、東大阪市公営住宅等長寿命化計画において

建替えを行う計画となっている。本業務は、荒本住宅Ｄ棟建替事業として民間活力の導入を踏まえ

た基本計画の策定支援及び民間活力の導入可能性調査を行うものである。 

 事業範囲は、上記5棟の跡地での建設（既存建物の解体を含む）から市営荒本住宅14・15号

棟の既入居者の移転までを原則事業範囲とするが、市営荒本住宅23.24号棟の売却をＤ棟建替

事業等（以下、「本事業」という）に含めるかも検討するものである。 

事業範囲の検討においては、最適な事業範囲については十分検討を行うこと。荒本住宅Ｄ棟の建設

及び既存住宅の解体に当たっては周辺環境に配慮が求められる。付近には、福祉関連施設や小学校の

通学路もあるため、基本計画の中で、施工方法、積算、搬入出経路の詳細な検討を行うことが必要と

なる。 

 

４．履行期間 

本業務の履行期間は契約日の次の日から令和9年（2027）年3月31日までとする。 

 

５．契約保証金 

東大阪市財務規則第117条第1号により、本市を被保険者とする履行保証保険契約（保険金額は契

約金額の100分の3に相当する額以上）を保険会社との間に締結し、当該保険証書が提出されたとき

は免除とする。 

 

６．支払い方法 

 完了後一時払い 

 

 



７．暴力団の排除 

 本業務の契約金額が税込５００万円以上の場合、東大阪市暴力団排除条例に規定する暴力団員等で

はない旨の誓約書を提出すること。 

税込５００万円以上の下請負契約を締結する場合には、当該下請負人からも誓約書を提出すること。

誓約書の提出が無い場合は契約締結できない。また、入札参加停止の対象となる。 

 

８．提出書類 

  乙は、本業務の着手に先立ち、下記の書類を速やかに甲に提出し、承認を得るものとする。 

①業務着手届 

②業務実施計画書 

③業務工程表 

④管理技術者、照査技術者及び担当技術者届（経歴書及び資格証明書の写しを添付） 

⑤その他甲が必要と認める書類 

 

９．業務管理等 

(ア) 乙は、本業務の円滑な遂行を図るため、管理技術者、照査技術者及び担当技術者（以下、

「管理技術者等」という。）を配置すること。なお、各技術者は兼任できない。 

(イ) 管理技術者等は、乙と直接的な雇用関係にあること。なお、直接的な雇用関係とは、管理技

術者等とその所属する企業との間に第三者の介在する余地のない雇用に関する一定の権利義務

関係（賃金、労働条件、雇用、権利構成）が存在することをいい、在籍出向者及び派遣社員は

該当しない。 

(ウ) 管理技術者は、契約の履行に関し業務の管理及び統括を行わなければならない。また、常に

業務の進捗状況等について把握、分析を行い、本市監督職員に適宜報告を行うこと。その他別

途指示する事項についても同様とする。 

(エ) 照査技術者は、成果品の内容について技術上の照査を行うなど業務の照査を行わなければな

らない。 

(オ) 担当技術者は、本業務を主に担当するものとし、本業務の遂行に必要な知識および技術を有

する者とする。 

(カ) 管理技術者、照査技術者及び担当技術者（再委託の場合も含む）の中に、民間活力（ＰＦ

Ｉ）の導入可能性調査業務またはＰＦＩによる事業受注者決定に伴う支援(アドバイザリー)業
務に関する経験を有する者及び公営住宅設計業務の経験を有する者がいること。 

  (キ) 乙は適正な業務遂行のために必要と判断する場合、担当技術者を法務担当者、財務担当者、

技術担当者等専門分野別に配置しても良い。なお、担当者を専門分野別に配置する場合は、そ

の一部を再委託しても良い。ただし、再委託する場合においては、甲に受託者の実績について

届出た上で、承諾を得なければならない。 

  (ク) 乙及び本業務の管理技術者、照査技術者、担当技術者は、当該ＰＦＩ事業等に応募又は参画

する民間事業者のコンサルタント等になることができない。 

  (ケ) 管理技術者等又は設計担当者のうち少なくとも１名は、建築士法に基づく一級建築士の資格



を有する者であること。 

 
１０．打ち合わせ・協議・業務遂行 
(ア) 乙は、業務を円滑に遂行するために、甲と各業務実施にあたり十分協議を行うこと。協議に

は、管理技術者と担当技術者のどちらかが必ず出席するものとする。 

(イ) 乙は、甲から本業務の進捗状況について報告を要求された時は、速やかに報告しなければな

らない。 

(ウ) 乙は、打ち合わせ・協議及び説明会等の都度、速やかにその内容に対する議事録を作成し、

甲の確認を受けるものとする。 

(エ) 乙は、本業務を遂行するにあたり、甲におけるこれまでの検討経過を踏まえ、本業務全般に

ついて、誠意あるパートナーシップをもって信義に従い誠実に支援を行うこと。 

(オ) 乙は本業務の実施にあたり、関係法規、関係条例及び国のガイドライン等を遵守するととも

に、経済性・社会性等の諸条件を満足し、正確かつ丁寧にこれを行うこと。 

(カ) 乙は、本業務の遂行上、知り得た事項および秘密を第三者に漏らしてはならない。また、コ

ンサルタントとして中立性を確保しなければならない。 

(キ) 乙は、本業務の遂行上、関係する官公庁との協議を必要とするとき、又は協議を求められた

場合は誠意を持ってこれにあたり、この内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。 

(ク) 本業務中に生じた事故等や第三者に与えた損害については、乙の責任において解決するとと

もに、その顛末を迅速に甲に報告するものとする。 

(ケ) 乙は、契約期間及び契約終了後においても個人情報の保護に関する法律及び東大阪市個人情

報保護条例を遵守し、本業務に係る個人情報の漏えい、紛失又は改ざんの防止その他個人情報

を適切に管理しなければならない。 

 

１１．検査 

乙は、本業務完了後、業務完了届を提出し、甲の検査を受けるものとする。本業務は、甲の検査完

了合格をもって完了するが、納品後、成果品に記入漏れ、不備または、誤りが発見された場合、乙が

責任をもって速やかに訂正するものとする。 

 

１２．資料の貸与 

(ア) 乙は、本業務に必要と認められる資料を甲から借用できるものとし、甲から資料を借用した際

には、借用書を提出するものとする。貸与した資料等について転写を必要とする場合は、その目

的及び部数を必ず文書で甲に報告し、承諾を受けるものとする。 

(イ) 本業務において甲から貸与された資料について、乙はその重要性を認識し、破損、紛失、盗難

等事故のないようにするものとする。また、本業務の目的以外に一切これを使用してはならない

ものとする。 

(ウ) 貸与したすべての資料は、業務終了後、速やかに甲に返却するものとする。また、転写等（デ

ジタル化されたものを含む）により生じた複製品についても同様とする。 

 



１３．成果品 

(１) 提出すべき成果品及びその部数は次のとおりとする。 

①民間活力の導入可能性調査報告書：Ａ４版印刷製本３０部 

②建替基本計画書：Ａ４版印刷製本３０部 

③本業務において作成した資料のうち、甲が必要としたもの 

（打ち合わせ記録一式等） 

④上記デジタルデータ：USBにて提出 

（図面データはＤＸＦ及びＪＷＣ形式のＣＡＤデータ及びＰＤＦ形式、その他のデータ形式は甲

と協議のこと） 

 

(２) 本業務の成果品及びデータは、全て甲の所有とし、甲の承諾を受けずに他に公表、貸与又は

使用してはならないものとする。本業務の一切の著作権は甲に帰属する。  

 

１４．疑義 

本仕様書に定めなき事項、業務中に発生した問題点、議事が生じた場合は、甲乙協議の上決定

し、打ち合わせ議事録に記載するものとする。 



第二章 業務内容 

 

１．基本計画 

(１) 基本的条件の整理 

検討の前提となる条件(現況把握、法的規制の確認、課題整理、建築諸条件等)の整理を行う。

市から情報提供を受け、入居者の状況、建替予定戸数、近隣住民の意向等についても整理するこ

と。 

 

(２) 解体事業の検討 

   対象：荒本住宅1・2・3・17・18・23・24号棟 

検討する内容は下記の通りとする。 

   ① 施工方法・搬入出経路の検討 

   ② 想定解体費用の算出 

   ③ その他解体工事を行う上で必要な事項 

   ④ 荒本住宅23・24号棟については売却を本事業に含めるかを検討する。 

   なお、荒本住宅Ｄ棟建設予定地付近は福祉関連施設や小学校の通学路もあり、また工事車両の

支障となる電柱・支線等の構造物や法的規制等の道路状況を考慮し、周辺環境へ配慮した搬入出

経路を計画すること。必要に応じて警察、関西電力、ＮＴＴ、その他関係各所との協議を行うも

のとする。 

上記検討結果により、解体及び建設時に小運搬が必要となる場合は、その費用や事業期間も検

討に含める。 

 

(３) 住宅プランの作成 

基本的条件の整理結果を踏まえ、民間活力を導入する事業として成立する住宅プランを作成す

る。検討する内容は以下の通りとする。 

①ゾーニング計画 

②配置計画 

③平面計画 

④仮設計画 

⑤その他必要な計画 

検討の際、住棟がZEH-M Oriented（ゼロ・エネルギー指向型マンション）基準に適合するよう

検討する。 

なお、住宅プランの作成については、荒本住宅Ｄ棟建替事業として必要な事項を満足すること

は元より、可能な限り近隣住民の意向に沿ったものとすること。また、住宅プランの作成過程に

おいて、近隣住民への説明会を開催（２回程度の開催を想定）し、近隣住民から一定の理解を得

る必要がある。ただし、そのプランが民間活力を導入する事業として事業者の多様な発想を拘束

するものであってはならない。 

 



 (４) 事業スケジュールの検討 

   住宅プラン及び解体事業の検討を基に、適切な事業スケジュールを検討すること。 

 

 (５) 概算事業費算出 

   住宅プラン及び解体事業及び土地売却の検討を基に概算事業費の算出を行うこと。 

 

２．導入可能性調査 

(１) 事業スキームの検討 

基本的条件の整理に基づき、従来手法による整備のほか、導入が可能と考えられる事業スキー

ムについて整理し、最適な事業スキームの検討を行う（複数の事業スキームを検討すること）。

また、余剰地活用（荒本住宅23・24号棟）の最適な事業手法についても検討を行う。 

 

(２) 事業範囲の検討 

民間活力を導入する事業手法を用いる場合の建替事業の事業範囲（設計・建設・入居者移転・

解体・売却・維持管理等）について整理を行い、適切な事業範囲について検討する。 

なお、検討に際しては、施設における民間活力の導入が可能な範囲について、過去の事例、法

制度上の問題、適切なリスク管理、包括発注への適用、事業の継続性、民間事業者の採算性、公

共性の担保、民間事業者による創意工夫、競争性の担保について留意すること。 

 

(３) 官民リスク分担の検討 

各事業スキームにおいて、事業期間中の各段階（計画、設計、建設、解体、売却、維持管理、

事業終了段階等）におけるリスクを抽出し、官民の適切なリスク分担について検討する。 

 

(４) 民間事業者へのアンケート及びヒアリング 

上記(１)から(３)で想定した事業内容について、内容に応じて建設事業者、維持管理事業者、

施設運営事業者、不動産関連事業者、その他の民間事業者に参画意欲、概算コスト、各事業期間

（設計・工事・移転支援など）、コスト低減の可能性、事業スキーム、余剰地活用意欲の有無及

び活用用途のイメージ等についてアンケート及びヒアリングを行い、民間事業者からの提案、意

見等を集約・分析する。 

また、アンケート及びヒアリング結果については実現可能性、妥当性、財政に及ぼす影響及び

市民サービスの向上等の項目について検討し、必要に応じて事業スキーム等に反映させる。 

 

(５) ＶＦＭの検証 

上記の内容を踏まえ、事業内容・事業範囲の定性的比較根拠の抽出と整理、また、ＰＳＣ(公共

が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値)と、ＰＦＩ等事業

におけるＬＣＣ(ＰＦＩ等事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額

の現在価値)を基にＶＦＭの算出、キャッシュ・フローの計算を行う。 

 



①定性的比較根拠の抽出等 

ＰＦＩ等事業方式導入に伴い発生すると考えられる地域活性化などの定性的なメリット・デ

メリットの抽出を行い整理すること。 

②ＰＳＣの算出 

設計、建設、維持管理、運営の各段階毎に算出、事業期間全体を通じて負担する費用を各年

度毎に算出すること。 

③ＰＦＩ等事業方式のＬＣＣ算出 

民間事業者が本事業を行う場合の費用を、設計、建設、維持管理、運営の各段階毎に推定

し、事業期間全体を通じて負担する費用を算出すること。算出に当たっては、根拠を明確にし

た上で民間事業者の損益計画、資金収支計画等を各年度毎に想定し計算すること。 

④キャッシュ・フローの計算 

ＰＳＣとＰＦＩ等事業のＬＣＣを比較するのに、キャッシュ・フローの計算をすること。 

 

 (６) 民間活力導入可能性の総合評価 

   本事業をＰＦＩ手法等民間活力活用手法で実施することの可能性、適合性についても従来手法

との比較による総合的評価を行う。 

 

(７) 課題整理 

   上記までの検討結果を踏まえ、本建替事業実施に際しての課題を整理し、かつ、その解決方法

を検討する。 

   また適切な全体スケジュール案を作成し提出すること。 

 

３．その他業務 

 (１) 会議・説明会における業務支援 

① 説明会の開催に当たっては、必要な資料の作成や出席及び内容説明等、業務支援を行うこ

と。 

② 甲の求めに応じて市内部での検討調整に必要な資料の作成や会議への出席等業務支援を行う

こと。 

 

 (２) 業務スケジュール 

   令和8年10月末までに導入可能性調査報告書をまとめること。 

 

４．施設規模 

 (１) 建設建物の概要 

建設概要は概ね以下の通りとする。 

① 敷地規模は約12,600㎡（荒本B棟一団地申請を含む）（別紙参照） 

② 整備戸数は１４９戸（車椅子常用世帯向け含む）とする。 

③ １戸あたりの面積は、１ＤＫを45㎡程度、２ＤＫを55㎡程度、３ＤＫを65㎡程度とする。 



④ 15件分の店舗を含む。１店舗あたりの面積は、60㎡程度とする。 

⑤ 各住戸のバルコニーは7㎡以上とする。 

 

 (２) 既設建物の概要 

 

・１号棟住宅 

 １棟 地上4階 中層耐火造（ラーメン・壁式混合） 昭和39年建設 

戸  数      16戸 

建築面積   272.10㎡ 

延床面積  966.38㎡  

・２号棟住宅 

 １棟 地上4階 中層耐火造（ラーメン・壁式混合） 昭和39年建設 

戸  数      16戸 

建築面積   231.42㎡ 

延床面積  925.70㎡ 

・３号棟住宅 

 １棟 地上4階 中層耐火造（ラーメン・壁式混合） 昭和39年建設 

戸  数      16戸 

建築面積   231.42㎡ 

延床面積  925.70㎡ 

・１７号棟住宅 

 １棟 地上5階 中層耐火造（壁式） 昭和44年建設 

戸  数      40戸 

建築面積   329.20㎡ 

延床面積 1,646.00㎡ 

・１８号棟住宅 

 １棟 地上5階 中層耐火造（壁式） 昭和44年建設 

戸  数      40戸 

建築面積   329.20㎡ 

延床面積 1,646.00㎡ 

・２３号棟住宅 

 １棟 地上5階 中層耐火造（壁式） 昭和45.46年建設 

戸  数      30戸 

建築面積   278.25㎡ 

延床面積 1,391.25㎡ 

・２４号棟住宅 

 １棟 地上5階 中層耐火造（ラーメン） 昭和54年建設 

戸  数      36戸 

建築面積   433.29㎡ 

延床面積 1,869.45㎡ 

 

 

 


